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新型コロナウイルス感染症対策・支援状況（保健福祉部） 
 

１ 住居確保給付金の支給                            

■ 制度の概要【新型コロナ対策により 2020年４月 20日から要件緩和】 

 ◇ 対象者：離職、休業等で経済的に困窮し住居を喪失した(おそれのある)方 

 ◇ 支給額：単身世帯 30,000円 ２人世帯 36,000円 ３～５人世帯 39,000円 

 ◇ 支給要件：３か月(最長９か月まで)⇒制度改正により 12か月まで延長となる見込み 

 ◇ 主な要件：①離職･廃業後２年以内 ②休業等による収入減少 ③収入･資産要件 

④月１回の状況報告 等 
 
  【2020年度 相談・申請件数の状況】 

月 窓口相談件数 申請件数 

４月 64件 20件 

５月 120件 56件 

６月 84件 25件 

７月 41件 9件 

８月 24件 9件 

９月 35件 2件 

10月 43件 4件 

11月 35件 7件 支給額(円) 

合計 446件 132件 13,846,900 

 

【参考】郡山市社会福祉協議会・緊急小口資金(特例貸付)の貸付状況                              

■ 制度の概要【新型コロナ対策により 2020年３月 25日から要件緩和】 

 ◇ 対象者：新型コロナの影響により収入減少があり緊急かつ一時的に生計維持のために 

       貸付金を必要とする世帯 

 ◇ 貸付内容：１世帯 20万円以内(無利子)／１年間据置／償還期限２年以内 
 

  【2020年度 貸付件数の状況】 

月 貸付件数 

４月 246件 

５月 382件 

６月 319件 

７月 209件 

８月 170件 

９月 209件 

10月 109件 

11月 69件 貸付額(円) 

合計 1,713件 301,530,000 
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２ 介護保険料の減免                              

■ 減免制度の概要 

 ① 減免根拠：「新型コロナウイルス感染症により収入が減少した者等に対する国民健康保険

税及び介護保険料の減免に関する条例」 

② 申請期間：令和２年７月１日から令和３年３月 31日まで 

③ 減免対象：令和２年２月１日から令和３年３月 31日までの普通徴収の納期限 

（特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日）が設定 され

ている第 1号被保険者に係る介護保険料。 

■ 平成 31年度介護保険料の減免申請処理状況 
【処理状況】  件数 割合 

2020年 12月 15日減免通知発送分(既発送含む)…① 66件 100％ 

処理中 0件 0％ 

対象外（減免すべき保険料が無い方） 0件 0％ 

合 計 66件 100％ 

 

【減免状況】① 内訳   （単位：円） 

判定区分 減免割合 件数 減免額 

減免 

死亡 全部 0件 0 

重篤な傷病 全部 0件 0 

収入減 
合計所得 200万円以下 全部 49件 482,320 

 〃  200万円超   8/10 17件 138,150 

却下 収入減 30％未満  0件  

 合計 66件 ②  620,470 
 
■ 令和２年度介護保険料の減免申請処理状況 

【処理状況】  件数 割合 

2020年 12月 15日減免通知発送分(既発送含む)…③ 74件 100％ 

処理中 0件 0％ 

対象外（減免すべき保険料が無い方） 0件 0％ 

合 計 74件 100％ 

 

【減免状況】③ 内訳   （単位：円） 

判定区分 減免割合 件数 減免額 

減免 

死亡 全部 0件 0 

重篤な傷病 全部 0件 0 

収入減 
合計所得 200万円以下 全部 57件 3,440,290 

 〃  200万円超   8/10 17件 1,075,520 

却下 収入減 30％未満  0件  

 合計 74件 ④ 4,515,810 
 

■ 平成 31・令和２年度減免実績総計 
減免決定者実数 74人 

減免金額総計（②＋④） 5,136,280円 
 


